別表第3(第4条関係)
出張所
分掌事務

笹子出張所
初狩出張所
七保出張所
猿橋出張所
富浜出張所
梁川出張所
(1)　市政の周知及び市民情報の把握に関すること。
(2)　所管区域内の地区対話に関すること。
(3)　所管区域内の各種団体との連絡協議に関すること。
(4)　所管区域内の地域防災に関すること。
(5)　所管区域内の地域づくりに関すること。
(6)　所管区域内の要望、苦情その他市民相談に関すること。
(7)　市民課で取扱う諸届書の受付、諸証明並びに別表第1市民課の事務分掌の第1号、第2号、第5号、第10号(ただし、犯罪者名簿に関する事務を除く。)、第11号、第12号(ただし、国民年金保険料に関する事務を除く。)及び第14号の事務に関すること。
(8)　税務課で取扱う税に係る証明に関すること。
(9)　税及び税外収入の窓口徴収に関すること。
(10)　所管区域内に係る国民年金、児童手当に関すること。
(11)　所管区域内に係る敬老祝金に関すること。
(12)　出張所庁舎の取締及び保全に関すること。
(13)　その他市長が指示した事項に関すること。

